
P199 日本教育心理学会第 回総会発表論文集（ 年）

グループ文化としての教育機会確保法
―権利と葛藤の行方―

黒崎優美（神戸松蔭女子学院大学）

キーワード：グループ文化，逸脱メンバー，教育機会確保法

問題と目的

発表の目的は「義務教育の段階における普通教

育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

（以下 教育機会確保法 年施行）の意義と

課題を精神分析的な観点から明らかにすることで

ある。

教育機会確保法は「不登校児童生徒に対する教

育機会の確保」のために「休養の必要性」及び「学

校以外の場において行う多様で適切な学習活動の

重要性」を認めている。一方で 不登校

を自称する小学生は保護者ともども強い批判を浴

びている。不登校に対する両極端な反応の背景と

して いわゆる不登校対策とダイバーシティ教育

やオルタナティブ教育の推進といった異なるテー

マの混在という問題が指摘されている（石井

。

理論モデル

ビオン （ ）は 精神分析の立場から無

意識的側面を含む集団の理論を提唱した。それに

よれば あらゆる集団は目的と信念を共有してお

り その一部は意識的・現実的 一部は無意識的・

幻想的である。「グループ心性 」

は メンバー個々人が集団の無意識的幻想 すなわ

ち「基底的想定 」（依存 闘争・

逃避 つがいのいずれか）に従うよう様々な方法で

圧力をかける（ハフシ 。グループ心性と

個々の欲求との間の葛藤が高まると「グループ文

化 」が生み出される。グループ文

化は グループ心性に従おうとしない「逸脱メンバ

ー 」に働きかけ その存在や活動

を中立化することにより葛藤の緩和を図る。結果

的に 逸脱メンバーはグループ全体への影響力を

失い グループ心性に従うよう取り込まれていく。

グループ文化としての教育機会確保法

かつて不登校は病気や問題行動とみなされ治療

や矯正の対象であった。学校へ通うことは“当た

り前” つまり標準的かつ適応的なことであり 不

登校はその対極に位置づけられていた。公教育は

いわゆる学校教育を前提としており しばしば批

判的に「画一的」と評されたこのような公教育の

あり方は 「依存 」の基底的想定を反

映していると考えられる（黒崎 。

公教育という大グループにおいて グループ心

性は依存基底的想定に従うことを メンバーであ

る子どもや保護者や教育従事者に求めてきた。こ

のようなグループ構造において 不登校の子ども

やその保護者らは 公教育という対象に依存せず

それを回避しようとする あるいは逃避的に繋が

ろうとする逸脱メンバーに相当する。不登校の当

事者やその支持者は 学校へ行くことと行かない

こととが同等の選択肢であること そして学校外

教育や居場所の必要性を主張し また実践し 時期

を同じくして不登校の児童生徒数は増加した。彼

らの存在や主張は公教育のあり方を問い直すもの

であり グループ心性との間での葛藤は高められ

ていった。このような過程を経て成立した教育機

会確保法は 葛藤を緩和するためのグループ文化

として位置づけられよう（ を参照 。

教育機会確保法の意義と課題

グループ文化としての教育機会確保法は 逸脱

メンバーである不登校の人々を公教育に統合する

よう役立てられることにその存在意義がある。そ

の観点から 本法導入による公教育の再構造化に

おける課題を明確にすることができよう。

不登校の歴史は 学校との逃避的な繋がりとい

う選択あるいは権利獲得の歴史でもある 黒崎

。その過程において 学校が合う人は学校を

選び そうでない人が不登校あるいは学校外教育

を選ぶという対立的な構図がしばしば用いられて

きた。しかし グループ心性は本来すべてのメンバ

ーに従属を強いるものであり 個々人が合うと感

じるか否かは問題とはならない。本法が学校復帰

を前提にしていると批判する意見があるが 学校

教育と学校外教育とが 公教育の目的を共有する

異なる達成手段として再度明確に位置づけられる

必要があるだろう。公教育にとっては その構造の

内にいかにして逃避的な心性を統合していけるか

が課題といえるだろう。

P198 日本教育心理学会第 回総会発表論文集（ 年）

学校組織における分散型リーダーシップの効用（ ）
―教員の自律性を支える分散型リーダーシップおよび校長によるエンパワーメント―

○鎌田雅史（就実短期大学） 三沢 良（岡山大学）

キーワード：分散型リーダーシップ，エンパワーメントリーダーシップ，学校組織

問題と目的

近年，学校開発における校長のリーダーシップ

の重要性が指摘される一方で 例えば，鎌田・西山・

迫田 ，学校教育開発の成果を単一の英雄的

なリーダーではなく，複数の貢献者の相互作用か

ら説明する分散型リーダーシップ 以下 とす

る アプローチの重要性が指摘されている（例えば，

）。これらの，公式的役割に基づく

垂直型のリーダーシップと，自治的な分散型リー

ダーシップの有効性の関係については，未だ十分

に実証的な検討がなされていない。

本研究では，学校教育における，教員の職能発

達の中核的要因の一つである自律性に焦点を当て

（淵上 ），それを下支えする可能性が認めら

れる校長によるエンパワリングリーダーシップ

以下 と，所属する教員集団の との関連性

について検討を行う。

方 法

調査対象者

年 月に，教員免許状更新講習の参加者

名に対し調査を行った。協力者の属性に関し，

女性 名 ，男性 名 ，無回答 名 ，勤務

校は保育所・幼稚園 名 ，小学校 名 ，中学

校 名 ，高校 名 ，特別支援学校 名 ，そ

の他 名 ，無回答 名 であった。

調査項目

  本研究においては，以下の尺度項目について，

件法（ 全く当てはまらない， どちらとも言

えない， すごくあてはまる）で回答を求めた。

DL 尺度  分散リーダーシップ測定尺度 鎌田・三

沢 因子構造， 項目

EL 尺度   による

（ ）を

基に， 項目の校長による 項目を作成

自律性  教師の自己エンパワーメント測定尺度古

川・尾崎 に含まれる自主的決定因 項目

結 果

記述統計  各変数の記述統計量および，信頼係数，

相関行列について に示す。自立性につい

ては，α=.69 とやや低い値であったため，相関の

希薄化を修正するため，カテゴリカル因子分析の

負荷量を用い，因子得点を算出した。

重回帰分析  自律性を目的変数，ＤＬとＥＬ，交

互作用項を説明変数，教職歴と性別を統制変数と

した，重回帰分析（ 法）を実施した。

その結果， と の交互作用項(β=.16, 

が有意傾向であった。 標準偏差（ ）

を基準とし単純傾斜の検定を行った結果，平均値

よりも の値が 標準差高い場合に の主効果

は有意であり(β=.28,p=.02)， 標準差低い場合

には主効果(β=.06,p=.68)が認められなかった。

記述統計量および相関行列

と の交互作用の検討

考 察

  本研究の結果から，校長が教員の自律性を下支

えし，教員集団が分散型リーダーシップを発揮し

ていると知覚されている場合において，個々の教

員は自律的な教育活動を実践しやすくなる可能性

が示された。これらは，教員の自律性を高める学

校マネジメントにおいて，車の両輪のように作用

する可能性が示唆される。
--------------------------------------------
引用文献の詳細につきましては，鎌田までお問い

合わせください(kamada@s-psy.net)。
付 記

本研究は 科研費 の助成を受け

たものです。

N M SD
DL 172 3.25 0.67
EL .61 ** 164 3.46 0.82
自律性 .21 ** .26 ** 167 3.35 0.73
教職歴 -.06 -.09 .21 ** 174 14.59 9.69
性別 -.09 .11 .31 ** .15 + 170 .32 0.47
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10,   対角行列の ()は Cronbach's α
DL: 分散型リーダーシップ，EL:  エンパワリングリーダーシップ
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